
 

議案４号 門真市生涯学習複合施設の運営手法について 

 

参考資料 







人口減少時代の新しい地域づくりに向けた 

社会教育の振興方策について（答申） 

抜粋 

 

平成 30年 12月 21日 中央教育審議会 

 

第２部 今後の社会教育施設の在り方 

 第１章 今後の社会教育施設に求められる役割 

 P20 

○ 近年においては、施設の管理に関して、施設の設置の目的を効果的に達成するための措

置として、指定管理者制度が導入され、株式会社など民間事業者に管理を行わせること

ができることとなっており、各地方公共団体においてはこうした制度なども活用した柔

軟な取組も行われるようになっている。 

○ 一方で、社会教育施設の現状には厳しい意見もあり、少子化による人口減少、高齢化の

急激な進展、地域経済の縮小等の社会情勢の急激な変化が進む中で、社会教育施設が真

に地域の学習と活動の拠点として機能するためには、それぞれの施設が今後果たすべき

役割を明確にするとともに、求められる役割を果たすために必要な取組を推進していく

必要がある。 

 

（１）公民館 
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○ 地域コミュニティの衰退が社会全体の課題となる中、今後は、特に、住民が主体的に地

域課題を解決するために必要な学習を推進する役割や、学習の成果を地域課題の解決の

ための実際の活動につなげていくための役割、地域コミュニティの維持と持続的な発展

を推進するセンター的役割、地域の防災拠点としての役割、「社会に開かれた教育課程」

の実現に向けた学校との連携を強化するとともに、地域学校協働活動の拠点としての役

割などを強化することが求められる。また、中山間地域における「小さな拠点 32」の中

核となる施設としての役割や「地域運営組織 33」の活動基盤となる役割も期待される。

さらに、外国人に対する日本語学習を公民館で提供するなど、外国人が地域に参画して

いくための学びの場としての活用も考えられる。 

 

（２）図書館 
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○ 今後は、一人一人の人格を陶冶し、人生を豊かにする読書や調査研究の機会を提供する

役割を強化するとともに、「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、学校との連携の強

化や、商工労働部局や健康福祉部局等とも連携した個人のスキルアップや就業等の支援、

地域課題の解決や地域の先駆的・主体的な取組の支援に資するレファレンス機能の充実

など、地域住民のニーズに対応できる情報拠点としての役割の強化が求められる。さら

には、まちづくりの中核となる地域住民の交流の拠点としての機能の強化等も期待され

る。 
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委託の場合同⼀者が適当 ①指定管理者（図書館運営を
中⼼とした⺠間事業者）
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⑦開発事業者（デベロッパー） ⑧管理組合等

門真市旧第一中学校跡地整備活用方法の提案

２ 事業手法の検討

１ まちのコンセプトとターゲットの設定

コンセプト︓学びを通じ 新たな出会いが⽣まれる コミュニティガーデン

⽣涯学習複合施設と交流広場とその周辺がまちの核となっており、多様な学びを通して⼈と⼈
とが出会い、新たなにぎわいが⽣まれる ”地域のたまり場” をめざす。
また、いつでも⼦どもたちの声が響きわたり、⼦どもたちが「遊びと学び」を通して、⾃分の

将来への夢を抱き、地域への愛着を育み、新たなまちの担い⼿として育っているまちをめざす。

ターゲット︓⼦育てファミリー層（⼦ども、⼦育て世代、⼦育て前世代）
まちのにぎわいを⽣み出すには、⼦どもたちが⾛り回っているようなまちとすることが重要である。
⼦どもがいれば、⼦どもを通じて、その家族だけでなく、幅広い世代の⼈や通りがかりの⼈ともコ

ミュニケーションが⽣まれる。
そのため、⼦育てファミリー層（⼦ども、⼦育て世代、⼦育て前世代）をターゲットとしたまちづ

くりを進める。

■図書館運営の考え方

〇まちの賑わい創出という観点にお
いては、図書館運営に民間事業
者のアイデア等を活用することが
期待できるため、指定管理者制
度の導入を検討する必要がある。

〇生涯学習複合施設における図
書館部分は、提供している事業
（蔵書構築やレファレンスサービ
ス等）の継続性・蓄積性・公平
性の観点から、直接実施するこ
とを基本としている。

蓄積性・継続性・公平性が求められる業務等については、市に留保するなど、
役割を明確にした上で指定管理者を導入する。さらに、十分な準備期間の
確保や現在の図書館運営のノウハウ継承のため、生涯学習複合施設開設の
一定期間前から、指定管理者として現図書館の運営をさせる。

相反

■文化会館運営の考え方

〇現行の貸館を中心のサービスを維持しつつ、自主事業のさらなる充実によ
り、賑わい創出に寄与する必要がある。

〇図書館との連携したイベント開催や、一体的な維持管理など効率的な管
理運営が期待できる。

図書館の指定管理者との一体的な管理運営を実施する。

■交流広場運営の考え方

〇まちのコンセプト実現に向けた、恒常的な交流の仕組みとして、管理者自ら
が積極的なイベント展開、誘致企画を行うことが求められる。

〇コンセプトや立地条件等を踏まえると民間企業による自発的な管理・運営
を期待することは難しい。

地域に根ざした営利を目的としない団体等による管理運営が適当。

■バンドリングの考え方

３ サウンディング型市場調査

〇図書館の選書等が指定管理者の対象業務から外れても、参画意欲に影響しない

サウンディング型市場調査を行い、参加した民間事業者へのヒアリングによって以下のような結果を得た。

〇分譲住宅を中心とした提案が期待できる。一方、商業の提案は立地状況からあまり期待できない

■生涯学習複合施設

■その他

■高層共同住宅・商業・サービス等ゾーン

■施設整備の考え方

○図書館等を運営する指定管理者が、施設整備（特に設計）に関与すること
で、運営との連携性の高い施設整備を期待できる。

〇ＰＦＩのような一括発注型の事業方式の採用による効率化が期待されるが、
図書館業界の特殊性から競争性が確保されないおそれがある。

ＰＦＩ等のような一括発注を行わず、施設整備と運営（指定管理者）は分離す
るが、指定管理者の候補者が設計に関与できる仕組みを構築する。また、
建設費縮減の観点から、ＤＢ（デザインビルド）方式を導入する。

５ 結論

〇図書館と文化会館をあわせて同一の主体に運営させることで、賑わい創出等の相乗効果が期待できる

〇賑わい創出やサービスの向上に関わる提案を得られることが、大いに期待できる

〇建設企業を中心にＰＦＩによる整備・運営を希望しているが、運営企業はＰＦＩ等の一括発注には消極的な傾向であった

〇提案する運営内容の実現のため、運営企業が現図書館からの運営及び施設設計に関与することが望まれている

〇分譲事業を実施するために、用地の売却を希望する事業者が大半であった

〇半数以上の事業者が、生涯学習複合施設の整備・運営からは分離し、単独で事業を実施することを希望している

〇エリアマネジメントへの関与の方法は様々（資金の拠出、組織化支援、自らが実施）であり、今後の検討事項となる

４ 事業スキームの構築

〇サウンディング調
査の結果等を踏ま
え、エリアにある複
数の事業を、一体
的に実施するかどう
かについて整理す
る「バンドリングの検
討」を実施。

○生涯学習複合施
設の運営内容を設
計に反映するため、
先行的に公募して
いくことが適当。

○2～4の検討の結果、本事業
を実現するための事業スキー
ムを構築した。

○指定管理者制度の導入を基
軸とした公共施設運営と、売
却を中心とした民間事業者活
用地の活用について、最適な
事業スキームを構築すること
により、民間活力を活用した
事業の実現可能性が認めら
れる。

○今後、生涯学習複合施設の
指定管理候補者の選定を先
行的に進め、事業を推進する
必要がある。

門真市旧第一中学校跡地整備活用方法検討プロジェクトチーム 令和元年12月資料３
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第３章  基本理念と基本方針 

１．基本理念 

 

 

 

 

図書館は、乳幼児から高齢者までのすべての人が平等に利用できる施設であり、

「本と人」、「人と人」が出会う場、そして、次代を担う人材育成の「場」となり

ます。 

 

☆誰でも本や資料・情報と出会い活用できる場 

☆気軽に立ち寄ることのできる市民の交流や憩いの場 

☆本を通じてより多くの人を知り、本を通じて活動の輪が広がる場 

☆次代を担う人を育成する役割の場 

 

となることを、現在の図書館は求められています。 

人は、本を通じて、多くの知識を得るとともに、各々の新しい世界や可能性がひ

ろがり、将来への希望を持てるようになります。本を仲立ちとして人と人をつなぐ

など、本は生きるうえで欠かせないものです。 

本計画では、図書館が市民の読書活動を支援することに加え、未来を切りひらく

ための学習の場であり、すべての人に対して生涯学習を支援しつつ、次代を担う人

を育成する役割の場となることをめざし、「ひろがる世界 未来につながる図書館

へ」をキャッチフレーズとして、市民の知の拠点となることをめざします。 

 

２．基本方針 

基本理念の実現のために次の３つの基本方針に基づき、計画をすすめます。 
 

 （１） 役立つ情報を提供する図書館 

利用者の調査・研究を支援するために必要な情報を整備するとともに、多様化す

る地域や利用者のニーズに対応しながら、社会情勢や生活の変化に応じた各分野の

情報の収集・提供を行う。 
 

 （２） すべての市民が親しみやすい図書館 

乳幼児から高齢者まで、障がい者や外国人を含んだすべての人が利用しやすい環

境を整備し、親しみやすい図書館となるよう利用者に応じたサービスを提供する。 
 

 （３） 市民とつくる開かれた図書館  

社会教育施設、関連部局、国立国会図書館等の他機関と連携をとり、市民が情報

にアクセスしやすい環境づくりや読書環境を充実させ、図書館と市民がつながり市

民の活動を支援するとともに市民どうしがつながる場となるような取組を行う。 

また、学校との連携を密にし、子どもの読書意欲向上を図る場となるような取組

を行う。 

 

～ひろがる世界 未来につながる図書館へ～ 

抜粋
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第５章  計画の実現に向けて 

 

めざす図書館像に近づくためには、市民の要望や社会の変化に柔軟に対応し、本計画

で提示した施策の取組を計画的に推進します。 

 

１．計画実現のための体制 

図書館においては、計画の具体化に向けて関係部局をはじめ、関係する機関や地域・

ボランティアと十分に連携を図りながら計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の進捗管理 

本計画に提示した取組の進捗状況に関する定期的な点検及び評価を行います。また、必

要に応じて図書館協議会に新たな課題に対する意見を聴取し、よりよい図書館サービスに

つなげるための改善策を検討します。 

 

３．財政措置 

 国・府の補助金等の活用を視野に入れ、本計画に提示された施策を実施するために必要

な財政措置を講ずるよう努めます。 
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図書館サービス計画の推進 


